
※医療機関等も事実確認調査に協力する
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出典：厚生労働省、愛知県、日本社会福祉士会　高齢者虐待対応マニュアル　一部改変
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豊田市　養護者による高齢者虐待の対応手順（初動期段階）

豊田市 地域包括支援センター
　介護支援専門員、介護サービス事業所　等
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１

届

出

相

談

通

報

庁内関係部署、関係

機関からの情報収集
関係部署、関係機関からの情報収集役割分担

※受け付けた組織内の複数の職員で、対応が必要な可能性を判断

相談･通報･届出（※１）の受付

※作成

①チェックシート 様式１

②虐待通報･届出受付票 様式２

※１ 届出：本人からの届出

※

１

届

出

相談･通報･届出（※１）の受付

虐待の疑いについて判断に迷う場合、基

幹包括支援センターへ相談
※作成

①チェックシート 様式１

②虐待通報･届出受付票 様式２

※１ 届出：本人からの届出

①及び②を作成し、豊田市へ提出

事実確認調査に協力する（情報提供や同行）

《緊急性判断》

生命や身体に関わる危険が大きいか
どうかを判断

【情報の集約】 ※必要に応じて、再調査を実施

収集した情報が十分でなく、虐待が疑われる事実や高齢者の権利を侵害する事実が確認できていないために

虐待の有無が判断できない場合は、訪問調査等で再度事実確認を行う

【地域包括支援センターとして相談を継続する必要があると判断した事例】

権利擁護対応（虐待対応を除く）、包括的・継続的ケアマネジメント支援

④【対応方針】

総合的な対応方針、今後の対応や目標、役割分担と期限の決定、立入調査実施の有無の決定

①【虐待の有無の判断】 有 ・ 無 ・ 不明

コアメンバー会議

・会議に出席して、虐待対応方針・計画

を協議し、決定する。

・方針・計画に基づいた対応を行い、結

果を報告する。

・引き続き、関与を継続

高齢者、養護者、虐待の発見者・発見した関係機関等 ←「見たまま、聞いたまま」を記録し通報する

【訪問調査】

高齢者の安全、虐待が疑われる事実についての確認

【訪問調査】

必要に応じて訪問同行
連携 連携

②【緊急性の判断】有・無

③【深刻度の判断】１～４

依頼された対応を行い、結果を報告する。

【訪問調査】

高齢者の安全、虐待が疑われる事実についての確認

【初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議】

・必要な情報収集項目（依頼項目）

・事実確認の方法と役割分担

・虐待通報内容を確認し、DV防止法で対応可能な場合は、DV防止法で対応

・事実確認の期限（初回コアメンバー会議の開催日時）

関係機関・関係者による援助の実施、モニタリング

支援会議による評価～援助方針、内容、各機関の役割の再検討

虐待解消の確認、対応の終結判断、対応の再検討、虐待対応以外の支援を継続

虐待対応の終結 虐待対応以外の支援継続


